
マイナンバーカードによる保険資格確認が始まっていますが 

 

今まで通り保険証も 

持参してください 
 

   
 

 

 

 

 

院長 

□政府の資格確認ネットワークシステムはまだまだ

不安定です。保険証がなければ資格確認できない

ことがあるため、被保険者証をご持参いただける

ようお願いします。 

□ 限度額適用認定証、公費負担医療の受給者証はマ

イナンバーカードには反映されないため、これま

で通り持参していただくことが必要です。 

□ マイナンバーカードの取得は任意です。 


